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人大学講座大好評☆

兵藤 文男 氏兵藤文男税理士事務所　所長

“変わった相続法”
～相続の何が、どう変わる？～

石川 友美 氏有限会社ミル　代表取締役

ハロウィンをぐっと華やかに盛り上げる
“ハロウィンアレンジメント”を伝授

　相続法は、昭和55年（1980年）に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展
など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
　そこで、兵藤文男税理士事務所 所長 兵藤 文男 氏（住吉町）を講師にお迎えし、「相続税、生前贈与の完全
対策講座」と題し、10月５日㈯、刈谷商工会議所で開催いたしました。
　講座では、豊富な実績と経験に基づき、今回の改正について直球解説と持論を
交えて、「ルール改正で家族・親族間に発生する思わぬ落とし穴」「この地域特性
を踏まえて備えたい相続問題」など、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化や相
続をめぐる紛争を防止するという観点から、『トラブルを未然に防ぐための処方
箋』について、具体的事例を交え時間の許す限りご指導いただきました。
　このセミナーでしか聞けない話に、多くの参加者が想定していなかった問題点
を認識され、参加者からは、「初めて聞く知らない事が沢山あり、参加して良か
った」、「相続や法律に関する難しい内容でも楽しく聞けました」など感想をいた
だき、大好評の講座となりました。

市内から53名が参加。相続問
題を未然に防ぐポイントなど、
様々な解説をいただきました。

　クリスマスと並ぶ盛り上がりを見せるハロウィンを控えた10月８日㈫、商人大学超人気講師の石川 友美 氏
を講師にお迎えし、“ハロウィンアレンジメント”の講座が28名の参加者により開催されました。
　講師の石川 友美 氏は『特別な想いを伝えるギフトを得意とするミルフルーリスト』の代表で、毎回、斬新で
独創的、「最先端の作品を楽しめる」と定評があります。
　講座では、ワイヤー８本とカラーテープ、毛糸を駆使して作るかぼちゃのオブジェは、ワイヤーの巻きのコ
ツ、作品を大きく作成しないと花が生けにくくなるので注意すること、ハロウィ
ンのイメージカラーである「オレンジ」と「紫」を中心に花を配色する事の大切
さなど、わかりやすく解説戴き、お隣同士助け合いながら、賑やかな雰囲気のも
と「期待と想像を超えるハロウィンアレンジメント」を完成させることが出来ま
した。
　参加者からは「楽しみながら作ることができました」「難しかったが、完成し
た時の達成感はひとしおでした」などの感想をいただき、大変有意義な講座とな
りました。 かぼちゃのオブジェ作成中

守りぬくひたむきさ、変えていくしなやかさ。
すべては豊かな未来のために。
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